
職員の給与等に関する報告および勧告に当たって（談話） 

 

                                                   平成２８年１０月１７日 

                         滋賀県人事委員会委員長 益 川 教 雄 

 

 本日、人事委員会は県議会および知事に対して、職員の給与等について報告し、

併せて給与の改定について勧告しました。 

 

 人事委員会による給与勧告は、毎年、地方公務員法に基づく給与決定の諸原則

により、職員の給与を民間の給与と均衡させるために行っているものです。 

 

 本年は、職員の給与と民間の給与を比較したところ、公務が民間を下回ってい

たことから、様々な角度から慎重に検討を重ねた結果、この公民較差の解消を図

るため、給料表および地域手当の引上げを行うことといたしました。また、特別

給についても、公務が民間の支給割合を下回っていたことから、引き上げること

といたしました。 

 

 また、平成29年度以降の改定内容として、平成27年４月から国に準じて段階的

に実施している給与制度の総合的見直しに係る措置として、地域手当を引き上げ

るとともに、本年人事院が勧告を行った扶養手当の見直しについて、本県におい

ても国の見直し内容を基本に段階的に実施することとしております。 

  

給与勧告制度は、公務員が労働基本権を制約されている代償措置として設けら

れたものであり、職員に対し、社会一般の情勢に適応した給与を実現する機能を

有するものであります。また、勧告の実施を通じて職員に適正な処遇を確保する

ことは、職員の士気の高揚や有為の人材の確保など、能率的な行政運営を維持す

る上での基盤となるものであります。 

 

県民各位におかれては、人事委員会勧告制度の意義ならびに県職員に適正な処

遇を確保することの必要性について、深い御理解を賜りたいと存じます。 

 


